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【実施計画】 

改革の視点 1 権 限 基本的な方向 1 地域主権時代に対応できる組織づくり 

実施計画項目 1 組織機構の見直し 改善の視点 
ツール（道具・手

法・手段を見直す） 

内   容 

組織機構の基本的な考え方は、大部大課制に

よる効率的な行政運営であり、地域主権時代

を担える組織体制づくりを進め、第五次長期総

合計画に位置付けられた事業を円滑に実施

し、変動する社会情勢や市民ニーズの多様化

に的確に対応できるよう、「組織の簡素化、効

率性の向上」「市民ニーズへの的確な対応」

「行政課題への迅速な対応」の視点から適宜

見直しを行う。 

担当課所 総合政策課 

  

  

  

  

  

達成目標 評価の手法 

【効率的な事業執行ができる組織機構】 

第五次長期総合計画の事業を円滑に実施できる組

織機構を確立し、新たな行政課題に対応する組織機

構の改編を行っていく。 

【組織機構状況の検証】 

組織機構（部署の職掌権限や業務編成）の点から

事業執行に非効率を生じていないかについて、庁

内各課から回答を求め、行政事務改善検討委員

会で検証を行う。 

年   度 
平成２３年度 

（２０１１年度） 

平成２４年度 

（２０１２年度） 

平成２５年度 

（２０１３年度） 

平成２６年度 

（２０１４年度） 

平成２７年度 

（２０１５年度） 

実施ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

    

評価の時期 ○ ○ ○ ○ ○ 

目標の内容 

平成２２年度の見直 
し内容の検証と新た
な行政課題へ取り
組める組織改編を
行う。 

平成２３年度の見直 
し内容の検証と新た
な行政課題へ取り
組める組織改編を
行う。 

平成２４年度の見直 
し内容の検証と新た
な行政課題へ取り
組める組織改編を
行う。 

平成２５年度の見直 
し内容の検証と新た
な行政課題へ取り
組める組織改編を
行う。 

平成２６年度の見直 
し内容の検証と新た
な行政課題へ取り
組める組織改編を
行う。 

平成２２年度まで

の主な推進状況 

簡素化、効率性の向上、市民ニーズへの的確対応及び行政課題への迅速対応の視

点から毎年度、見直しを実施した。 

Ｈ１９．４．１現在 １１部６４課２室２０２係 

Ｈ２０．４．１現在 １１部６５課３室２０５係 

Ｈ２１．４．１現在 １１部６６課２室２０５係 

Ｈ２２．４．１現在 １１部６７課３室２０９係 

実施 

１－１－１ 番 号 
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【取組結果】 

年   度 担当課所 取組内容、見直し効果等の説明 進捗率（金額等） 

平成２３年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

  

担当課所 

第５次長期総合計画のまちづくりの目標を実

現しうる組織体制を構築するため、平成２３年

４月に大幅な改革を行い、１１部６８課３室１

班２１２係とした。平成２３年度も「組織の簡素

化・効率化の向上」「市民ニーズへの的確な

対応」「行政課題への迅速な対応」の３点を

見直しの視点として各部局へ見直し案の提出

を依頼した。その結果、２４年４月には組織の

改編は実施しないことになった。 

平成２４年４月 

１１部６８課３室１

班２１２係 

 

平成２４年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

  

担当課所 

各部局からの見直し案を基に、事務改善検

討委員会及び行政改革推進委員会で検討し

た結果、男女共同参画課に相談支援係、商

工労政課に企業立地係、スポーツ文化課に

国体準備係をそれぞれ増設、区画整理課の

補償係を施設整備係に統合、併せて２係の

増となった。 

平成２５年４月 

１１部６８課３室１

班２１４係 

平成２５年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

  

担当課所 

各部局からの見直し案を基に、事務改善検

討委員会及び行政改革推進委員会で検討し

た結果、総合文化施設準備室の施設建設係

を廃止し、施設管理係・学芸係を設置、企画

部に国体推進室を設置、児童福祉課を子育

て支援課に変更、保健センターに医療対策

係を増設、商工労政課を産業振興課に変

更、区画整理課を都市計画課に統合し、駅

周辺整備係を増設、スポーツ文化課の国体

準備室を廃止し、スポーツ振興係を競技力

平成２６年４月 

１１部６６課４室１

班２１５係 
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向上係に変更、計１係の増となった。 

 

平成２６年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

  

担当課所 

各部局からの見直し案を基に、行政改革推

進委員会で検討した結果、企画部に地方創

生推進室の新設、企画部総合文化施設準

備室を廃止し、教育委員会に総合文化施設

を設置、市民活動推進課を地域コミュニティ

課に名称変更、国体推進室競技運営係を第

一競技係・第二競技係に、子育て支援課子

育て支援係・母子児童係を支援係・給付係

に、環境保全課環境保全係・衛生係を環境

衛生係・墓地管理係に、別子山支所住民係

を市民係に変更し、地域支援課に障がい支

援係、生活福祉課に自立支援係、水道局工

務課に計画係、消防本部予防課に保安係を

新設し、別子山支所厚生係を経済係へ統

合、社会教育課に地域交流センター、大島

交流センターを編組し、計１課９係の増となっ

た。 

平成２７年４月 

１１部６７課４室１

班２２３係 

平成２７年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

  

担当課所 

各部局からの見直し案を基に、行政改革推

進委員会で検討した結果、別子銅山文化遺

産課文化遺産係を保存活用係、整備推進係

に、東新学園指導第三係を廃止、国土調査

課を新設、都市計画課の国土調査係、駅周

辺整備係を廃止、建築指導課に空き家対策

班を新設、スポーツ文化課の芸術文化係と

埋蔵文化財係を文化政策係に統合し、生涯

スポーツ係を新設し、計１課１班の増、１係の

減となった。 

平成２８年４月 

１１部６８課４室２

班２２２係 


